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エジプト第三共和政の政党政治の初期的展開

エ
ジ
プ
ト
第
三
共
和
政
の
政
党
政
治
の
初
期
的
展
開

︱
︱
権
威
主
義
体
制
下
に
お
け
る
憲
法
構
造
の
再
構
築
と
政
治
的
分
極
化
の
再
編
︱
︱

今　
　

井　
　

真　
　

士

一　

は
じ
め
に
︱
︱
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
以
後
の
権
威
主
義
体
制
を
制
度
分
析
の
観
点
か
ら
捉
え
る

二　

第
一
共
和
政
崩
壊
以
後
の
政
治
過
程
︱
︱
憲
法
起
草
と
政
治
的
分
極
化

　

１　

第
一
暫
定
政
権
期
（
二
〇
一
一
年
二
月
一
一
日
～
二
〇
一
二
年
六
月
三
〇
日
）

　

２　

第
二
共
和
政
（
二
〇
一
二
年
六
月
三
〇
日
～
二
〇
一
三
年
七
月
三
日
）

　

３　

第
二
暫
定
政
権
期
（
二
〇
一
三
年
七
月
三
日
～
二
〇
一
四
年
六
月
八
日
）

三　

憲
法
構
造
の
再
構
築
︱
︱
歴
代
憲
法
に
お
け
る
執
政
府
・
立
法
府
・
軍
の
位
置
付
け
の
変
化

　

１　

憲
法
構
造
の
理
論
的
視
座

　

２　

執
政
府
と
立
法
府
の
位
置
付
け
︱
︱
半
大
統
領
制
の
刷
新

　

３　

軍
の
位
置
付
け
︱
︱
慣
例
の
公
式
制
度
化

四　

政
治
的
分
極
化
の
再
編
︱
︱
抑
圧
と
取
り
込
み
の
戦
略
的
・
選
択
的
行
使

　

１　

同
胞
団
支
持
派
の
政
治
的
排
除

　

２　

同
胞
団
非
支
持
派
の
政
治
的
包
摂
︱
︱
選
挙
制
度
の
設
計
と
政
党
連
合
の
萌
芽

五　

お
わ
り
に
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一　

は
じ
め
に
︱
︱
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
以
後
の
権
威
主
義
体
制
を
制
度
分
析
の
観
点
か
ら
捉
え
る

　

二
〇
一
三
年
七
月
三
日
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
フ
ァ
ッ
タ
ー
フ
・
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
国
防
相
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ム
ル
ス
ィ
ー
大
統
領
の
政

権
運
営
を
め
ぐ
る
与
野
党
間
の
政
治
的
分
極
化
と
抗
議
運
動
の
全
国
的
波
及
を
受
け
て
軍
の
実
効
力
を
背
景
に
政
治
介
入
し
、
軍
最

高
評
議
会
議
長
と
し
て
政
権
を
掌
握
し
た
。
前
年
六
月
に
競
争
選
挙
と
い
う
民
主
的
手
続
き
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
は
ず
の
文
民
大
統

領
は
ク
ー
デ
タ
ー
と
い
う
非
民
主
的
手
段
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ
、
前
年
末
に
制
定
さ
れ
た
ば
か
り
の
新
憲
法
も
一
方
的
に
停
止
さ
れ

た
。
エ
ジ
プ
ト
第
二
共
和
政）1
（

は
、
自
由
公
正
党
と
そ
の
母
体
の
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
が
二
〇
世
紀
初
頭
以
来
の
動
員
力
の
高
さ
を
活
か

し
て
長
期
政
権
を
築
く
と
期
待
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
党
党
首
を
務
め
た
ム
ル
ス
ィ
ー
大
統
領
の
失
脚
に
よ
っ
て
わ
ず
か
一

年
で
幕
を
閉
じ
た
。
ク
ー
デ
タ
ー
以
後
、
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
は
ア
ド
リ
ー
・
マ
ン
ス
ー
ル
最
高
憲
法
裁
判
所
首
席
裁
判
官
を
暫
定
大
統

領
に
据
え
、
第
一
副
首
相
兼
国
防
相
の
立
場
か
ら
暫
定
政
権
を
実
効
支
配
し
た
。
そ
し
て
、
新
憲
法
の
起
草
と
大
統
領
選
挙
を
再
び

繰
り
返
し
、
二
〇
一
四
年
六
月
八
日
、
第
六
代
大
統
領
へ
の
就
任
に
よ
っ
て
第
三
共
和
政
を
樹
立
し
た
。

　

か
く
し
て
、
二
〇
一
一
年
一
月
以
降
に
中
東
地
域
全
域
に
同
時
多
発
的
に
見
ら
れ
た
権
威
主
義
体
制
の
不
安
定
化
や
変
化
や
崩
壊
、

い
わ
ゆ
る
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
以
後
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
フ
ス
ニ
ー
・
ム
バ
ー
ラ
ク
大
統
領
を
首
班
と
し
た
国
民
民
主
党
政
権
下
の
第
一

共
和
政
と
、
ム
ル
ス
ィ
ー
大
統
領
を
首
班
と
し
た
自
由
公
正
党
政
権
下
の
第
二
共
和
政
の
崩
壊
を
経
て
、
軍
出
身
大
統
領
主
導
の
権

威
主
義
体
制
が
第
三
共
和
政
と
し
て
再
確
立
し
つ
つ
あ
る）2
（

。
そ
れ
で
は
、
第
三
共
和
政
の
樹
立
に
伴
っ
て
権
威
主
義
体
制
下
の
憲
法

構
造
は
ど
の
よ
う
な
形
へ
と
再
構
築
さ
れ
、
政
治
的
分
極
化
に
よ
っ
て
混
迷
を
深
め
た
政
党
政
治
は
そ
の
憲
法
の
枠
内
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
形
へ
と
再
編
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
制
度
分
析
に
基
づ
く
比
較
権
威
主
義
体
制
論
の
観
点
か
ら
憲
法
構
造
の

再
構
築
と
政
治
的
分
極
化
の
再
編
に
着
目
し
、
第
三
共
和
政
下
の
政
党
政
治
の
初
期
的
展
開
を
論
じ
る
。
比
較
権
威
主
義
体
制
論
と

は
政
治
制
度
の
働
き
が
権
威
主
義
体
制
の
構
築
や
存
続
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
想
定
す
る
制
度
主
義
的
議
論
の
一
群
の
こ
と
（
今
井
二
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〇
一
〇
）
で
あ
り
、
こ
の
観
点
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
党
政
治
の
動
態
を
（
ア
ク
タ
ー
中
心
分
析
に
基
づ
く
比
較
民
主
化
論
の

よ
う
に
）
軽
率
に
民
主
化
の
可
否
に
結
び
付
け
ず
に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
（
今
井
二
〇
一
五
：
第
二
章
）。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
二
節
で
は
、
第
三
共
和
政
の
初
期
的
展
開
の
起
点
と
し
て
憲
法
起
草
を
め
ぐ
る

第
一
共
和
政
崩
壊
以
降
の
主
要
ア
ク
タ
ー
（
軍
と
同
胞
団
）
の
選
好
と
そ
の
間
で
揺
れ
動
く
世
俗
勢
力
（
ひ
い
て
は
同
胞
団
非
支
持
派
）

の
相
互
作
用
を
時
期
ご
と
に
概
観
す
る
。
次
に
、
第
三
節
で
は
、
権
威
主
義
体
制
の
制
度
的
枠
組
み
の
根
幹
と
し
て
歴
代
憲
法
を
比

較
し
、
特
に
執
政
府
、
立
法
府
、
軍
の
憲
法
構
造
上
の
位
置
付
け
の
変
化
を
論
じ
る
。
そ
し
て
、
第
四
節
で
は
、
そ
の
憲
法
構
造
の

枠
内
で
展
開
さ
れ
る
政
党
政
治
を
取
り
上
げ
る
。
抑
圧
と
取
り
込
み
の
戦
略
的
・
選
択
的
行
使
に
基
づ
く
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
の
統
治
手

法
に
よ
っ
て
同
胞
団
支
持
派
が
政
治
的
排
除
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
一
方
、
同
胞
団
非
支
持
派
は
特
設
の
合
意
形
成
の
場
と
し
て
の

「
国
民
対
話
」
に
お
い
て
政
治
的
包
摂
を
受
け
、
緩
や
か
で
広
範
な
現
状
維
持
・
体
制
支
持
勢
力
の
一
翼
を
担
い
つ
つ
あ
る
。
最
後

に
、
代
議
院
選
挙
後
の
与
党
勢
力
の
形
成
の
可
能
性
に
触
れ
て
本
稿
の
議
論
を
締
め
く
く
る
。

二　

第
一
共
和
政
崩
壊
以
後
の
政
治
過
程
︱
︱
憲
法
起
草
と
政
治
的
分
極
化

　

第
一
共
和
政
崩
壊
以
後
の
エ
ジ
プ
ト
の
政
治
過
程
は
憲
法
起
草
と
新
体
制
へ
の
移
行
を
め
ぐ
る
二
つ
の
主
要
ア
ク
タ
ー
間
の
選
好

の
齟
齬
と
角
逐
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
た
。
主
要
ア
ク
タ
ー
と
し
て
政
治
を
牽
引
し
た
の
は
軍
最
高
評
議
会
と
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
で
あ
っ

た
。
軍
は
暫
定
統
治
の
担
い
手
と
し
て
広
範
な
野
党
勢
力
へ
の
政
策
協
議
の
提
案
と
い
う
「
中
立
的
」
な
行
動
を
取
り
な
が
ら
暫
定

統
治
の
正
統
化
と
既
得
権
益
の
維
持
を
試
み
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
胞
団
は
次
期
与
党
の
最
有
力
候
補
と
し
て
政
党
間
の
包
括
的

な
利
害
調
整
と
い
う
「
協
調
的
」
な
行
動
を
取
り
な
が
ら
穏
便
か
つ
着
実
な
権
力
の
最
大
化
に
努
め
た
。
そ
し
て
、
他
の
野
党
勢
力

（
特
に
世
俗
政
党
）
は
、
軍
と
の
協
議
に
せ
よ
、
同
胞
団
と
の
協
調
に
せ
よ
、
影
響
力
の
拡
大
を
目
指
し
て
両
陣
営
の
間
を
揺
れ
動
い
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た
。
こ
の
よ
う
な
制
度
構
築
を
め
ぐ
る
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
は
両
陣
営
間
の
綱
引
き
を
促
し
、
お
の
ず
か
ら
同
胞
団
支
持
派
と

非
支
持
派
と
の
政
治
的
分
極
化
を
招
い
た
（
今
井
二
〇
一
三
）。
そ
し
て
、
第
一
暫
定
政
権
期
に
助
長
さ
れ
た
政
治
的
分
極
化
は
、
第

二
共
和
政
の
崩
壊
要
因
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
第
二
暫
定
政
権
期
お
よ
び
第
三
共
和
政
に
お
い
て
緩
や
か
で
広
範
な
現
状
維
持
・

体
制
支
持
勢
力
の
形
成
要
因
と
な
っ
た
（
主
要
ア
ク
タ
ー
の
立
ち
位
置
の
変
遷
は
表
１
を
参
照
）。

１　

第
一
暫
定
政
権
期
（
二
〇
一
一
年
二
月
一
一
日
～
二
〇
一
二
年
六
月
三
〇
日）3
（

）

　

軍
が
政
策
協
議
へ
の
積
極
姿
勢
を
示
し
始
め
た
の
は
第
一
共
和
政
崩
壊
一
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
四
月
か
ら
七
月
に
特
設
の

合
意
形
成
の
場
と
し
て
開
催
さ
れ
た
「
国
民
対
話
」
と
「
国
民
合
意
」
は
、
当
初
は
個
別
政
策
に
つ
い
て
の
議
会
審
議
の
代
用
と
し

て
活
用
さ
れ
、
ワ
フ
ド
党
な
ど
の
既
存
政
党
だ
け
で
な
く
同
胞
団
も
出
席
し
た
が
、
新
憲
法
の
基
本
原
則
の
策
定
と
両
院
議
会
選
挙

の
延
期
が
議
題
に
な
り
始
め
る
と
同
胞
団
は
出
席
を
控
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
動
員
力
に
劣
る
世
俗
勢
力
が
新
憲
法
の
起
草
に
よ
っ

て
政
治
的
権
限
の
大
枠
を
定
め
た
後
に
議
会
選
挙
を
実
施
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
動
員
力
に
勝
る
同
胞
団
や
イ
ス
ラ
ー

ム
主
義
勢
力
は
選
挙
に
勝
利
し
た
後
に
新
憲
法
を
起
草
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
立
ち
位
置
の
違
い
は
「
憲
法
第
一
か
選
挙
第
一

か
」
と
い
う
論
争
を
野
党
勢
力
間
に
助
長
し
た
。
特
に
、
こ
の
時
期
に
自
由
公
正
党
を
設
立
し
た
同
胞
団
は
包
括
的
な
政
党
連
合
と

し
て
ワ
フ
ド
党
や
ヌ
ー
ル
党
な
ど
と
と
も
に
エ
ジ
プ
ト
民
主
同
盟
の
結
成
に
漕
ぎ
着
け
た
が
、
新
憲
法
の
基
本
原
則
の
策
定
に
同
調

し
た
社
会
民
主
党
や
自
由
エ
ジ
プ
ト
人
党
な
ど
の
世
俗
政
党
は
そ
の
連
合
と
は
別
に
エ
ジ
プ
ト
・
ブ
ロ
ッ
ク
を
結
成
し
た
。
憲
法
起

草
を
め
ぐ
る
立
場
の
違
い
は
別
々
の
政
党
連
合
の
結
成
と
い
う
形
で
顕
在
化
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
、
野
党
勢
力
は
総
じ
て
自
ら
に
不
利
に
働
く
選
挙
制
度
の
修
正
を
軍
に
求
め
る
と
い
う
点
（
一
〇
合
意
）
で
は
利
害
が

一
致
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
選
挙
の
日
程
が
近
づ
く
と
、
二
つ
の
政
党
連
合
は
瓦
解
の
兆
し
を
見
せ
始
め
た
。
エ
ジ
プ
ト

民
主
同
盟
か
ら
は
公
認
候
補
の
割
り
当
て
を
め
ぐ
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
急
進
派
が
離
脱
し
、
新
た
に
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
ブ
ロ
ッ
ク
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を
結
成
し
た
。
エ
ジ
プ
ト
・
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
は
旧
与
党
関
係
者
の

影
響
力
に
反
発
し
た
世
俗
左
派
が
離
脱
し
、
新
た
に
革
命
継
続
連

合
を
結
成
し
た
。
軍
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
尻
目
に
選
挙
の
準
備

を
円
滑
に
進
め
な
が
ら
新
憲
法
の
基
本
原
則
の
策
定
を
再
び
試
み

た
。
一
一
月
一
日
、
ア
リ
ー
・
セ
ル
ミ
ー
副
首
相
は
新
憲
法
の
基

本
原
則
案
と
制
憲
議
会
の
議
員
構
成
案
（
セ
ル
ミ
ー
書
簡
）
を
発

表
し
、
そ
の
中
で
軍
関
係
の
予
算
編
成
と
法
案
作
成
に
対
す
る
軍

の
拒
否
権
を
提
示
し
た
。
こ
の
規
定
は
野
党
勢
力
の
反
発
を
受
け

て
当
時
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
が
、
結
局
、
二
〇
一
四
年
憲
法
に
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

一
一
月
末
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
両
院
議
会
選

挙
で
は
自
由
公
正
党
が
同
胞
団
の
動
員
力
の
高
さ
を
活
か
し
て
勝

利
を
収
め
た
。
同
党
は
下
院
で
相
対
多
数
の
議
席
（
五
〇
八
議
席

中
二
一
三
議
席
）
を
得
て
院
内
第
一
党
の
立
場
を
確
保
し
た
こ
と

で
軍
へ
の
対
抗
姿
勢
を
強
め
る
と
と
も
に
他
の
野
党
勢
力
に
対
す

る
従
来
の
協
調
姿
勢
を
一
変
さ
せ
た
。
特
に
、
一
〇
〇
人
の
制
憲

議
会
議
員
の
人
選
を
め
ぐ
っ
て
同
党
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
規
範
を
重

視
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
を
七
〇
人
近
く
登
用
し
た
こ
と
は
広

範
な
政
治
勢
力
の
反
発
を
呼
び
、
世
俗
政
党
が
制
憲
議
会
を
離
脱

表 1　第一共和政崩壊以後の主要アクターの立ち位置の変遷
軍最高評議会
（暫定政権）

自由公正党
（同胞団支持派）

世俗政党
（同胞団非支持派）

第
一
暫
定
政
権
期

「国民対話」 Apr.-My. 2011 憲法第一 選挙第一 憲法第一
「国民合意」 My.-Jul. 2011 憲法第一 選挙第一 憲法第一

10 月合意 1 Oct. 2011 両院議会選挙の投票日と制憲議会の発足の日程、
選挙法の修正で合意

セルミー書簡 1 Nov. 2011 軍事予算の権限維持 憲法起草過程への
軍部の介入に反発

軍事予算関連以外は
概して容認

制憲議会 Mar.-Apr. 2012 暫定憲法の
補遺の追加

制憲議会の
枠組み維持 制憲議会の修正

4 月合意 28 Apr. 2012 大統領選挙後の憲法起草で合意

第
二
共
和
政

8 月憲法宣言 12 Aug. 2012 幹部の引退 執政権と立法権
を確保 ―

制憲議会 Sep.-Nov. 2012

―

宗教的要素の拡充 宗教的要素に反発
11 月憲法宣言 22 Nov. 2012 大統領権限の増大 一方的措置に反発
12 月憲法宣言 8 Dec. 2012 司法府の介入を拒否 一方的措置に反発

国民投票 14-22 Dec. 2012 投票を呼びかけ ボイコットを呼びかけ
民衆運動の激化 My.-Jun. 2012 政治的混乱に介入 対話を呼びかけ 対立を煽動

第
二
暫
定

政
権
期　

憲法起草委員会 Sep.-Dec. 2013 軍事予算の権限維持 ― 宗教的要素を削除
国民投票 Jan. 2014 投票を呼びかけ ボイコットを呼びかけ 投票を呼びかけ

大統領選挙 My. 2014 スィースィーを擁立 ボイコットを呼びかけ 大多数の政党は
スィースィーを支持

出典：今井（2013）表１を加筆修正。
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す
る
事
態
を
招
い
た
。
さ
ら
に
、
四
月
一
〇
日
、
高
等
行
政
裁
判
所
の
判
決）4
（

に
よ
っ
て
制
憲
議
会
が
閉
会
さ
れ
る
と
、
主
要
ア
ク

タ
ー
は
三
者
三
様
の
反
応
を
示
し
た
。
自
由
公
正
党
は
暫
定
政
権
期
の
延
長
を
避
け
る
た
め
現
行
の
制
憲
議
会
の
維
持
を
求
め
、
世

俗
政
党
は
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
勢
力
の
伸
長
を
抑
え
る
た
め
人
員
の
削
減
を
求
め
、
軍
は
既
得
権
益
の
維
持
を
図
る
た
め
暫
定
憲
法
の

補
遺
の
導
入
を
求
め
た
。
結
局
、
こ
の
三
者
は
人
員
選
び
の
公
平
さ
の
確
保
と
憲
法
起
草
の
大
統
領
選
挙
後
へ
の
先
送
り
と
い
う
玉

虫
色
の
決
着
で
妥
協
し
た
（
四
月
合
意
）。

　

野
党
勢
力
間
の
分
極
化
は
、
こ
う
し
た
制
憲
議
会
の
帰
趨
だ
け
で
な
く
大
統
領
選
挙
に
も
影
を
落
と
し
た
。
五
月
、
自
由
公
正
党

の
ム
ル
ス
ィ
ー
と
、
ム
バ
ー
ラ
ク
政
権
下
で
首
相
を
務
め
た
ア
フ
マ
ド
・
シ
ャ
フ
ィ
ー
ク
が
決
選
投
票
に
残
る
と
、
第
一
回
投
票
落

選
者
を
中
心
と
し
た
世
俗
勢
力
は
ど
ち
ら
か
一
方
の
候
補
者
を
無
条
件
に
支
持
す
る
の
で
は
な
く
「
誓
約
書
」
の
履
行
を
両
候
補
に

突
き
付
け
た
。
そ
れ
は
法
源
に
関
す
る
憲
法
の
規
定
の
堅
持
や
挙
国
一
致
政
権
の
樹
立
な
ど
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
勢
力
の
権
力
独
占
へ

の
忌
避
感
を
色
濃
く
滲
ま
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
、
軍
は
ム
ル
ス
ィ
ー
当
選
に
伴
う
新
政
権
へ
の
移
行
直
前
に
最
後
の
巻

き
返
し
を
図
っ
た
。
六
月
中
旬
、
最
高
憲
法
裁
判
所
の
判
決
を
踏
ま
え
て
人
民
議
会
を
解
散
す
る
と
と
も
に
、
暫
定
憲
法
の
補
遺
と

し
て
新
た
に
憲
法
宣
言
を
発
令
し
、
国
政
運
営
に
対
す
る
軍
の
拒
否
権
を
定
め
た
の
で
あ
る）5
（

。
か
く
し
て
、
政
治
的
分
極
化
を
露
呈

し
、
同
胞
団
と
軍
の
対
決
を
抱
え
、
新
憲
法
を
起
草
し
な
い
ま
ま
、
第
二
共
和
政
の
幕
開
け
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

２　

第
二
共
和
政
（
二
〇
一
二
年
六
月
三
〇
日
～
二
〇
一
三
年
七
月
三
日）6
（

）

　

第
二
共
和
政
は
、
自
由
公
正
党
と
同
胞
団
が
長
年
の
動
員
力
の
高
さ
を
活
か
し
て
長
期
政
権
を
築
く
と
期
待
さ
れ
た
が
、
実
際
に

は
軍
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
わ
ず
か
一
年
で
幕
を
閉
じ
た
。
こ
の
ム
ル
ス
ィ
ー
政
権
の
末
路
に
つ
い
て
は
二
つ
の
要
因
の
組
み
合

わ
せ
か
ら
説
明
で
き
る
。
第
一
に
、
政
治
的
・
制
度
的
要
因
と
し
て
、
動
員
力
に
勝
る
与
党
勢
力
は
立
法
府
と
執
政
府
の
権
限
を
獲

得
し
た
後
は
野
党
勢
力
に
対
し
て
妥
協
の
必
要
性
を
感
じ
に
く
く
、
対
決
姿
勢
を
取
り
が
ち
で
あ
っ
た
（Brow

nlee et al. 2015: 
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204

）
の
に
加
え
、
エ
ジ
プ
ト
民
主
同
盟
加
盟
政
党
へ
の
役
職
分
配
に
積
極
的
で
は
な
く
、
与
党
勢
力
内
の
利
害
調
整
機
能
を
十
分

に
備
え
な
か
っ
た
（
今
井
二
〇
一
五
：
第
八
章
）。
第
二
に
、
経
済
的
・
構
造
的
要
因
と
し
て
、
政
権
の
経
済
運
営
の
不
調
に
よ
っ
て

民
衆
の
経
済
的
不
満
が
高
ま
っ
た
（
横
田
二
〇
一
四
ｂ
：
一
八
︱
一
九
）
の
に
加
え
、
経
済
的
利
権
の
掌
握
を
試
み
た
こ
と
で
軍
の
反

発
を
招
き
、
軍
の
政
治
介
入
の
意
欲
を
高
め
た
（Slater et al. 2014: 354-355

）。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
要
因
を
組
み
合
わ
せ
る
軸

と
な
っ
た
の
が
憲
法
起
草
に
由
来
す
る
政
治
的
分
極
化
で
あ
っ
た
。
政
治
的
分
極
化
は
、
同
胞
団
非
支
持
派
の
大
同
団
結
を
促
し
、

民
衆
の
経
済
的
不
満
の
受
け
皿
と
な
り
、
軍
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
正
統
性
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。

　

政
権
発
足
当
初
、
ム
ル
ス
ィ
ー
は
軍
の
権
限
拡
大
を
狙
っ
た
前
述
の
憲
法
宣
言
を
破
棄
し
、
立
法
権
と
制
憲
議
会
の
開
設
権
を
大

統
領
職
へ
移
譲
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
民
議
会
解
散
中
に
諮
問
評
議
会
で
可
決
さ
れ
た
法
案
を
大
統
領
令
と
し
て
発
令
す
る
と
い

う
手
続
き
で
議
会
政
治
を
再
開
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
野
党
勢
力
は
新
体
制
の
樹
立
を
契
機
に
そ
れ
ぞ
れ

新
た
な
政
治
勢
力
の
形
成
に
乗
り
出
し
た
。
と
り
わ
け
、
既
存
政
党
と
と
も
に
同
胞
団
非
支
持
派
と
し
て
振
る
舞
っ
た
五
つ
の
主
要

な
新
党
と
し
て
、
中
道
左
派
寄
り
の
人
民
勢
力
（
党
）、
中
道
右
派
寄
り
の
立
憲
党
、
四
分
五
裂
し
て
い
た
中
道
寄
り
の
旧
国
民
民

主
党
関
係
者
を
結
集
し
た
会
議
党
、
同
胞
団
元
幹
部
を
中
心
と
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
穏
健
派
の
強
い
エ
ジ
プ
ト
党
、
シ
ャ
フ
ィ
ー

ク
を
中
心
と
し
た
エ
ジ
プ
ト
国
民
運
動
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
共
和
政
に
お
け
る
政
党
の
変
遷
は
図
１
を
参
照
）。

　

政
治
的
分
極
化
が
再
び
悪
化
し
始
め
た
の
は
制
憲
議
会
（
一
〇
〇
人
委
員
会
）
の
審
議
が
再
開
さ
れ
た
九
月
以
降
で
あ
っ
た
。
大

統
領
の
任
期
の
位
置
付
け
や
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
規
定
の
追
加
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
審
議
は
紛
糾
し
、
世
俗
政
党
は
審
議
拒
否
に
乗

り
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
権
側
は
野
党
勢
力
へ
の
政
策
的
譲
歩
や
分
割
統
治
に
よ
っ
て
政
治
的
分
極
化
の
解
消
を
図
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
暫
定
憲
法
で
定
め
ら
れ
て
い
な
い
強
権
的
措
置
を
一
方
的
に
講
じ
、
野
党
勢
力
の
反
発
を
助
長
し
た
。
そ
の
最

た
る
も
の
が
一
一
月
二
二
日
に
発
令
さ
れ
た
憲
法
宣
言
で
あ
っ
た
。
こ
の
宣
言
に
よ
っ
て
、
憲
法
制
定
と
人
民
議
会
選
挙
が
完
了
す

る
ま
で
大
統
領
の
あ
ら
ゆ
る
決
定
が
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
な
い
こ
と
や
、
諮
問
評
議
会
と
制
憲
議
会
が
裁
判
所
の
判
決
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【
　
　
　
　
　
　
　
　
】

　
民
主
革
命
同
盟
　

【
　
　
　
　
　
】

図
1　
第
二
共
和
政
（
2012

年
6
月
30
日
～
2013

年
7
月
3
日
）
に
お
け
る
政
党
の
変
遷

（
注
）
al-A
hram

, al-M
asry al-Y

oum
, D
aily N

ew
s E
gypt, ikhw

anw
eb, ikhw

anonlineな
ど
現
地
報
道
を
参
考
に
筆
者
作
成
。

　
　
□
は
政
党
、　
は
政
治
団
体
、【
　
】は
政
党
連
合
を
指
す
。太
字
は
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
政
党
、太
字
で
は
な
い
の
は
世
俗
政
党
、　
　
は
左
派
、斜
字
で
は
な
い
の
は
右
派
を
指
す
。

自
由
エ
ジ
プ
ト
人
党

タ
ガ
ン
ム
ウ
党

ア
ラ
ブ
民
主
ナ
セ
ル
主
義
党

社
会
主
義
人
民
連
盟
党

カ
ラ
ー
マ
党

エ
ジ
プ
ト
自
由
党

ア
ド
ル
党

社
会
民
主
党

ワ
フ
ド
党

民
主
戦
線
党

ワ
サ
ト
党

自
由
公
正
党建
設
開
発
党

ア
サ
ー
ラ
党

ヌ
ー
ル
党

ガ
ド
党

立
憲
党
（
8
月
）

（
9
月
）
統
一
ナ
セ
ル
主
義
党
（
9
月
）

人
民
勢
力
（
7
月
）

【
救
国
戦
線
】 （
11
月
）

（
サ
ッ
バ
ー
ヒ
ー
）

（
エ
ル
バ
ラ
ダ
イ
）

会
議
党
（
9
月
）

人
民
党
（
10
月
）

（
ム
ー
サ
）

強
い
エ
ジ
プ
ト
党
（
10
月
）

（
ア
ブ
ー
フ
ト
ゥ
ー
フ
）

ワ
タ
ン
党
（
12
月
）

（
＋
フ
ァ
デ
ィ
ー
ラ
党
、
ウ
ン
マ
党
）

（
　
　
　
　
　
　
　
）

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
＋
社
会
党・共

産
党
　

　
＋
国
民
合
意・人

民
会
議
　

【
イ
ス
ラ
ー
ム
連
合
】 （
11
月
）

（
＋
イ
ス
ラ
ー
ハ
党
）

【
国
民
良
心
戦
線
】 （
2
月
）

（
＋
文
明
党
）斜
字

エ
ジ
プ
ト
国
民
運
動
（
12
月
）

（
シ
ャ
フ
ィ
ー
ク
）

（
＋
改
革
発
展
党
、
保
守
党
、
自
由
党
、
市
民
党
）
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に
よ
っ
て
解
散
さ
れ
な
い
こ
と
を
一
方
的
に
定
め
、
憲
法
制
定
の
迅
速
化
を
試
み
た
の
で
あ
る）7
（

。
同
胞
団
非
支
持
派
、
特
に
世
俗
政

党
は
こ
の
事
態
を
受
け
て
包
括
的
な
政
党
連
合
と
し
て
救
国
戦
線
を
結
成
し
、
反
体
制
的
姿
勢
を
強
め
、
国
民
投
票
の
ボ
イ
コ
ッ
ト

を
呼
び
か
け
た
。
そ
の
結
果
、
新
憲
法
案
は
賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
た
も
の
の
投
票
率
は
非
常
に
低
い
水
準
に
留
ま
っ
た
。

　

同
戦
線
は
憲
法
制
定
後
も
対
決
姿
勢
を
緩
め
ず
、
代
議
院
選
挙
の
早
期
実
施
な
ど
を
求
め
て
街
頭
デ
モ
を
繰
り
広
げ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
二
月
、
自
由
公
正
党
は
世
俗
政
党
の
反
抗
を
迎
え
撃
つ
形
で
同
胞
団
支
持
派
を
中
心
に
国
民
良
心
戦
線
を
結
成
し
た
。
そ

の
た
め
、
政
党
政
治
の
構
図
と
し
て
第
一
暫
定
政
権
期
と
第
二
共
和
政
は
ど
ち
ら
も
政
治
的
分
極
化
を
抱
え
て
い
た
が
、
そ
の
主
戦

場
に
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
前
者
で
は
選
挙
戦
と
い
う
制
度
的
競
争
が
重
視
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
街
頭
デ
モ
と
い
う

非
制
度
的
角
逐
が
重
視
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
街
頭
で
の
対
立
は
四
月
に
新
た
な
運
動
組
織
と
し
て
タ
マ
ッ
ル
ド
が
結
成
さ

れ
た
こ
と
で
大
き
な
転
機
を
迎
え
た
。
大
統
領
退
陣
と
選
挙
の
早
期
実
施
を
求
め
て
署
名
を
集
め
始
め
た
こ
と
が
同
組
織
の
特
徴
で

あ
っ
た
。
救
国
戦
線
は
そ
の
動
き
に
同
調
し
、
街
頭
で
の
抗
議
運
動
は
六
月
三
〇
日
に
全
国
へ
波
及
し
た
。
そ
し
て
、
軍
は
こ
の
混

乱
を
政
治
介
入
の
口
実
に
利
用
し
、
七
月
三
日
、
大
統
領
の
解
任
と
憲
法
の
停
止
を
講
じ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

３　

第
二
暫
定
政
権
期
（
二
〇
一
三
年
七
月
三
日
～
二
〇
一
四
年
六
月
八
日
）

　

ク
ー
デ
タ
ー
後
に
新
た
に
組
閣
さ
れ
た
暫
定
政
権
は
前
回
と
同
じ
く
軍
主
導
の
後
見
政
権
で
あ
り
、
第
一
副
首
相
兼
国
防
相
に
就

任
し
た
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
が
軍
最
高
評
議
会
議
長
と
し
て
隠
然
た
る
影
響
力
を
保
っ
た
。
内
閣
は
広
範
な
政
治
勢
力
を
代
表
し
た
「
中

立
的
」
な
布
陣
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
当
初
は
同
胞
団
に
閣
僚
職
の
分
配
を
提
案
し
た
が
、
同
胞
団
側
は
暫
定
政
権
に
は
民
主
的

正
統
性
が
な
い
と
し
て
拒
絶
し
た
。
特
に
、
同
胞
団
支
持
派
が
八
月
に
カ
イ
ロ
の
ラ
ー
ビ
ア
・
ア
ダ
ウ
ィ
ー
ヤ
広
場
で
座
り
込
み
を

始
め
る
と
、
政
権
側
は
抑
圧
的
対
応
へ
と
転
じ
、
強
制
排
除
を
講
じ
た
。
こ
う
し
た
措
置
は
一
部
か
ら
反
発
を
受
け
た
が
、
政
治
的

安
定
を
求
め
て
同
胞
団
支
持
派
へ
の
反
感
を
強
め
た
庶
民
か
ら
は
積
極
的
支
持
や
消
極
的
黙
認
を
得
た
。
そ
し
て
、
政
権
側
は
こ
の
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よ
う
な
支
持
を
背
景
に
自
ら
に
有
利
な
制
度
設
計
を
進
め
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
再
度
の
新
憲
法
の
起
草
で
あ
っ
た
。

　

特
に
、
暫
定
憲
法
の
規
定
上
、
第
一
暫
定
政
権
期
に
は
両
院
議
会
選
挙
の
実
施
後
の
憲
法
起
草
が
定
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
第

二
暫
定
政
権
期
に
は
憲
法
起
草
後
の
大
統
領
選
挙
・
代
議
院
選
挙
の
実
施
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
順
序
の
変
更
に
は
「
憲
法
第
一
」

と
い
う
軍
の
選
好
が
如
実
に
反
映
さ
れ
た
。
軍
に
と
っ
て
、
選
挙
を
先
に
実
施
し
て
憲
法
起
草
に
対
し
て
得
票
率
や
議
席
占
有
率
に

応
じ
た
発
言
権
を
特
定
の
政
治
勢
力
に
与
え
る
よ
り
、
憲
法
を
先
に
起
草
し
て
「
国
民
的
総
意
」
と
し
て
自
ら
の
政
治
的
権
限
を
保

持
し
、
そ
の
枠
内
で
選
挙
を
実
施
し
た
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
憲
法
起
草
過
程
は
具
体
的
に
次
の
三
つ
の
手

順
で
進
め
ら
れ
た
。
第
一
に
、
基
本
方
針
を
策
定
す
る
専
門
家
委
員
会
で
一
三
〇
項
目
以
上
の
条
文
が
再
検
討
さ
れ
た
。
特
に
二
〇

一
二
年
憲
法
で
盛
り
込
ま
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
規
定
が
除
外
さ
れ
、
宗
教
政
党
の
禁
止
が
再
導
入
さ
れ
た
（
憲
法
構
造
の
詳

細
は
次
節
を
参
照
）。
第
二
に
、
職
業
上
・
宗
派
上
・
人
口
構
成
上
の
多
様
性
に
即
し
て
憲
法
起
草
委
員
会
（
五
〇
人
委
員
会
）
の
委

員
を
選
び
、
各
項
目
の
詳
細
な
修
正
審
議
を
進
め
た
。
救
国
戦
線
加
盟
各
党
の
代
表
者
が
委
員
の
多
く
を
占
め
た
一
方
、
イ
ス
ラ
ー

ム
主
義
者
か
ら
は
穏
健
な
委
員
が
選
ば
れ
、
そ
の
人
数
も
大
き
く
減
少
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
審
議
自
体
も
政
治
的
分
極
化
を
招
く
こ

と
な
く
粛
々
と
進
ん
だ
。
最
後
に
、
一
月
に
実
施
さ
れ
た
国
民
投
票
に
お
い
て
新
憲
法
は
賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
た
。
投
票
率
は
前

回
の
水
準
を
わ
ず
か
に
上
回
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
支
持
率
は
各
県
と
も
軒
並
み
九
五
％
以
上
で
あ
っ
た
。

　

新
憲
法
の
制
定
に
よ
っ
て
政
治
的
争
点
の
主
眼
は
大
統
領
選
挙
へ
と
移
っ
た
。
前
回
の
移
行
過
程
と
の
大
き
な
違
い
は
軍
が
移
行

後
も
国
政
運
営
の
舵
取
り
を
正
式
に
掌
握
し
続
け
る
意
思
を
示
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
月
二
七
日
、
軍
最
高
評
議
会
は
「
愛
国
的

精
神
に
よ
っ
て
国
民
の
要
求
を
満
た
し
、
義
務
を
履
行
す
る
た
め
」
と
し
て
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
の
立
候
補
を
承
認
し
、
三
月
二
六
日
、

ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
は
政
治
的
・
経
済
的
安
定
の
必
要
性
と
重
要
性
を
強
調
し
て
出
馬
を
正
式
表
明
し
た
。
選
挙
戦
で
は
人
民
勢
力
を
率

い
る
ハ
ム
デ
ィ
ー
ン
・
サ
ッ
バ
ー
ヒ
ー
が
唯
一
の
対
立
候
補
と
し
て
出
馬
し
た
が
、
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
は
広
範
な
政
治
勢
力
の
支
持
を

集
め
て
全
国
的
に
圧
倒
的
な
得
票
差
で
当
選
を
果
た
し
た
。
か
く
し
て
、
三
年
間
の
政
治
過
程
を
経
て
、
軍
は
同
胞
団
支
持
派
と
非
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支
持
派
で
形
作
ら
れ
た
政
治
的
分
極
化
を
利
用
し
、
国
政
運
営
に
対
す
る
自
ら
の
政
治
的
権
限
を
護
持
し
た
の
で
あ
る
。

三　

憲
法
構
造
の
再
構
築
︱
︱
歴
代
憲
法
に
お
け
る
執
政
府
・
立
法
府
・
軍
の
位
置
付
け
の
変
化

１　

憲
法
構
造
の
理
論
的
視
座

　

エ
ジ
プ
ト
は
第
一
共
和
政
の
崩
壊
か
ら
第
三
共
和
政
の
樹
立
へ
と
至
る
政
治
過
程
に
お
い
て
憲
法
修
正
を
二
回
（
暫
定
憲
法
を
含

め
る
と
四
回
）
経
験
し
、
時
期
ご
と
の
主
要
ア
ク
タ
ー
の
選
好
の
変
化
に
合
わ
せ
て
憲
法
構
造
も
変
化
し
た
。
本
節
で
は
権
威
主
義

体
制
の
制
度
的
枠
組
み
の
根
幹
と
し
て
軍
主
導
で
再
構
築
さ
れ
た
第
三
共
和
政
の
憲
法
構
造
を
理
解
す
る
一
助
と
し
て
歴
代
憲
法
に

お
け
る
執
政
府
、
立
法
府
、
軍
の
位
置
付
け
の
変
化
を
論
じ
る
（
憲
法
構
造
の
主
な
項
目
の
変
遷
は
表
２
を
参
照
）。

　

と
り
わ
け
、
執
政
府
・
立
法
府
関
係
を
理
解
す
る
と
き
に
役
立
つ
の
がM

ainw
aring and Shugart  (1997)

に
代
表
さ
れ
る
マ

シ
ュ
ー
・
シ
ュ
ガ
ー
ト
た
ち
の
理
論
的
枠
組
み
、
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
体
制
下
の
大
統
領
の
憲
法
的
権
限
と
党
派
的
権
力
に
関
す

る
理
論
的
視
座
で
あ
る
（
粕
谷
二
〇
一
〇
）。
憲
法
的
権
限
は
憲
法
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
大
統
領
の
立
法
権
を
指
し
、
党
派
的
権
力

は
与
党
勢
力
を
通
じ
て
議
会
で
行
使
で
き
る
大
統
領
の
政
治
力
を
指
す
。
こ
の
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
立
法
府
に
対
す
る
執

政
府
の
権
力
の
強
弱
を
総
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
う
ち
、
本
節
で
取
り
上
げ
る
憲
法
的
権
限
の
具
体
的
項
目

と
し
て
は
、
包
括
（
法
案
全
体
へ
の
）
拒
否
権
、
部
分
（
法
案
の
一
部
の
条
文
へ
の
）
拒
否
権
、
大
統
領
令
発
令
権
、
予
算
案
修
正
へ

の
制
限
、
国
民
投
票
発
議
権
、
議
会
解
散
権
の
六
点
が
重
視
さ
れ
る）8
（

。
こ
れ
ら
を
多
く
備
え
る
ほ
ど
、
執
政
府
は
立
法
府
に
対
し
て

強
く
な
る
と
想
定
さ
れ
る
。
以
下
で
は
こ
の
理
論
的
視
座
を
権
威
主
義
体
制
下
の
制
度
設
計
に
応
用
す
る
。
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表 2　エジプト第一共和政以降の憲法構造の変遷
1971年・2005年・2007年

（第一共和政）
2012年

（第二共和政）
2014年

（第三共和政）

執
政
府

任期と任期制限 1期6年（制限なし）（77） 1期4年（2期まで）（132） 1期4年（2期まで）（140）
政党への所属 言及なし 禁止（132） 禁止（140）

立候補推薦条件

人民議会65人、諮問評議会
25人、少なくとも14県の地
方評議会議員10人を含む合
計250人の選出議員の推薦

（05-76）

20人以上の両院選出議員
の推薦または少なくとも
10県各1,000人を含む合計
20,000 人の有権者の推薦

（135）

20人以上の選出議員の推
薦または少なくとも15 県 
各1,000人を含む合計25,000
人の有権者の推薦（142）

包括拒否権 あり、再可決には 2/3 以上
の賛成が必要（113）

あり、再可決には 2/3 以上
の賛成が必要（104）

あり、再可決には 2/3 以上
の賛成が必要（123）

部分拒否権 なし なし なし
大統領令発令権 あり、議会承認が必要（147） なし あり、議会承認が必要（156）
立法府の予算案
修正への制限

いかなる場合も執政府の
同意が必要（115）

増額の場合は執政府の同
意が必要（117）

増額の場合は執政府の同
意が必要（124）

国民投票発議権 あり（152） あり（150） あり（157）

首相任免権 あり
議会の同意は不要（141）

任命権あり。下院の信任を
得られなかった場合、過半
数の議席を有する政党か
ら首相を任命。さらに信任
を得られなかった場合、
下院を解散（139）

任命権あり。議会の信任を
得られなかった場合、少な
くとも相対多数の議席を
有する政党・連合から首
相を任命。さらに信任を得
られなかった場合、議会を
解散（146・147）

議会解散権 国民投票の過半数の賛成
を受けて解散（136）

国民投票の過半数の賛成
を受けて解散。過半数に
満たない場合は大統領が
辞職（127）

国民投票の過半数の賛成
を受けて解散（137）

立
法
府

議院数 二院制（86・194）
（人民議会・諮問評議会）

二院制（82）
（代議院・評議院）

一院制（101）
（代議院）

上院の権限 勧告のみ（195） 下院と同等の権限（82） −
選出議席の下限 350人（87） 350人（114） 450人（102）
任命議席の上限 10人（87） 任命議席なし 議席総数の 5%（102）

内閣不信任決議
権

2 回可決された場合に国民
投票へ、国民投票が否決さ
れた場合は議会解散（127）

可決され、内閣が受け入れ
た場合に内閣総辞職（126）

可決され、内閣が受け入れ
た場合に内閣総辞職（131）

大統領不信任決
議権

なし
弾劾権のみ（85）

なし
弾劾権のみ（152）

過半数による発議と2/3
以上の賛成による可決に
よって国民投票を実施。
否決された場合は代議院
を解散（161）

宗教政党の設立 不可（07-5） 言及なし 不可（74）

軍

国防相任免権 言及なし 軍総司令官が国防相を務
める（195）

8 年間の特別措置として
軍最高評議会の同意が必
要（234）

軍事予算審議権 言及なし
国防評議会が軍事予算に
責任を負い、軍の事項に関
する法案の協議を受ける

（197）

国防評議会が軍事予算に
責任を負い、軍の事項に関
する法案の協議を受ける

（203）
出典： 日本国際問題研究所・編（2001）、Egypt State Information Service, Egyptian Court of Cassation.

カッコ内の数字は条番号を表す。各憲法の邦訳全文は今井（2015：巻末付録）を参照。
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２　

執
政
府
と
立
法
府
の
位
置
付
け
︱
︱
半
大
統
領
制
の
刷
新

　

ま
ず
、
執
政
府
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
二
〇
一
四
年
憲
法
は
一
九
七
一
年
憲
法
か
ら
の
脱
却
と
二
〇
一
二
年
憲
法
の
踏
襲
を
印
象

付
け
た
。
大
統
領
職
の
任
期
は
六
年
か
ら
四
年
へ
短
縮
さ
れ
、
二
期
の
任
期
制
限
が
設
け
ら
れ
た
の
に
加
え
、
特
定
の
政
党
へ
の
所

属
が
禁
じ
ら
れ
た
（
第
一
四
〇
条
）。
こ
の
規
定
は
国
民
民
主
党
主
導
の
国
政
運
営
へ
の
忌
避
感
を
踏
ま
え
て
大
統
領
個
人
や
単
独
与

党
へ
の
権
力
集
中
を
防
ぐ
と
い
う
第
二
共
和
政
当
時
の
選
好
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
制
度
設
計
上
、
大
統
領
職

に
は
予
算
案
や
法
案
の
可
決
に
際
し
て
複
数
の
院
内
会
派
の
利
害
調
整
に
よ
っ
て
支
持
を
調
達
す
る
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
が
求
め

ら
れ
た
と
言
え
る
。
加
え
て
、
被
選
挙
権
の
条
件
と
し
て
、
兵
役
の
経
験
や
本
人
お
よ
び
両
親
が
二
重
国
籍
者
で
は
な
い
こ
と
（
第

一
四
一
条
）
と
、
全
国
の
有
権
者
か
ら
よ
り
公
平
か
つ
多
く
の
推
薦
を
得
る
こ
と
（
第
一
四
二
条
）
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
も
特

定
の
政
党
の
代
表
者
で
は
な
く
国
民
全
体
の
代
表
者
と
し
て
の
地
位
が
よ
り
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
立
法
府
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
大
幅
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。
一
九
七
一
年
憲
法
で
は
立
法
権
を
備
え
た
人
民
議
会
と

勧
告
権
の
み
の
諮
問
評
議
会
、
二
〇
一
二
年
憲
法
で
は
同
等
の
立
法
権
を
備
え
た
代
議
院
と
評
議
院
と
い
う
二
院
制
を
採
用
さ
れ
た

の
に
対
し
て
、
二
〇
一
四
年
憲
法
で
は
代
議
院
の
み
の
一
院
制
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
第
一
〇
一
条
）。
こ
の
変
更
に
伴
っ
て
、

法
案
審
議
の
迅
速
化
が
図
ら
れ
る
一
方
、
議
席
総
数
（
議
員
特
権
を
得
ら
れ
る
人
数
）
も
少
な
く
な
る
た
め
、
政
策
的
影
響
力
を
め
ぐ

る
与
野
党
間
の
角
逐
だ
け
で
な
く
、
選
挙
区
へ
の
利
益
誘
導
を
め
ぐ
る
候
補
者
間
の
競
争
も
激
し
さ
を
増
す
と
想
定
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
憲
法
の
補
足
に
位
置
付
け
ら
れ
る
法
律
（
選
挙
、
政
党
、
司
法
な
ど
に
関
す
る
法
律
）
の
可
決
に
は
２
／
３
以
上
の
特
別
多
数
の

賛
成
が
必
要
と
さ
れ
た
（
第
一
二
一
条
）。
こ
の
規
定
は
今
後
の
制
度
変
更
を
難
し
く
し
、
現
状
維
持
を
助
長
し
う
る
。
ま
た
、
議
員

活
動
に
関
連
す
る
項
目
と
し
て
、
宗
教
政
党
の
禁
止
が
再
び
明
記
さ
れ
た
（
第
七
四
条
）。
こ
れ
は
二
〇
〇
七
年
の
導
入
当
時
と
同

様
、
同
胞
団
に
代
表
さ
れ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
勢
力
の
政
治
参
加
の
規
制
を
図
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
執
政
府
・
立
法
府
関
係
に
つ
い
て
は
特
に
半
大
統
領
制
と
し
て
の
制
度
配
置
が
刷
新
さ
れ
た
こ
と
で
議
会
解
散
権
の
位
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置
付
け
が
様
変
わ
り
し
た）9
（

。
一
九
七
一
年
憲
法
で
は
首
相
の
任
命
に
議
会
の
同
意
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
二
〇
一

二
年
憲
法
で
は
過
半
数
の
同
意
、
さ
ら
に
二
〇
一
四
年
憲
法
で
は
少
な
く
と
も
相
対
多
数
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、

二
回
に
渡
っ
て
信
任
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
、
大
統
領
は
代
議
院
の
解
散
で
対
処
す
る
（
第
一
四
六
条
）。
さ
ら
に
、
二
〇
一
四
年
憲

法
で
は
大
統
領
が
首
相
を
罷
免
す
る
と
き
に
も
議
会
の
過
半
数
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
た
（
第
一
四
七
条
）。
加
え
て
、
首
相
の
任
免

以
外
で
議
会
解
散
権
を
行
使
す
る
と
き
に
は
一
貫
し
て
国
民
投
票
で
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
た
。
二
〇
一
二
年
憲
法
で
は
国
民
投
票

が
否
決
さ
れ
た
場
合
に
は
大
統
領
の
辞
職
が
求
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
規
定
は
二
〇
一
四
年
憲
法
で
は
撤
廃
さ
れ
た
（
第
一
三
七
条
）。

し
か
し
、
そ
の
代
わ
り
に
代
議
院
は
新
た
に
大
統
領
不
信
任
決
議
権
を
獲
得
し
た
。
代
議
院
が
２
／
３
以
上
の
特
別
多
数
で
不
信
任

案
を
可
決
す
る
と
、
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
、
そ
れ
が
否
決
さ
れ
た
場
合
は
代
議
院
の
解
散
が
求
め
ら
れ
た
（
第
一
六
一
条
）。
そ
の

た
め
、
第
三
共
和
政
で
は
、
国
民
民
主
党
に
類
す
る
確
固
と
し
た
単
独
与
党
が
存
在
し
な
い
状
況
で
大
統
領
が
議
会
多
数
派
を
形
成

で
き
な
か
っ
た
場
合
、
特
定
の
争
点
を
め
ぐ
っ
て
執
政
府
と
立
法
府
が
互
い
に
議
会
解
散
権
と
大
統
領
不
信
任
決
議
権
を
応
酬
す
る

と
い
う
第
一
共
和
政
当
時
と
大
き
く
異
な
る
状
況
も
憲
法
構
造
上
は
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
議
会
解
散
権
以
外
の
憲
法
的
権
限
の
項
目
に
つ
い
て
は
一
九
七
一
年
憲
法
の
規
定
が
概
ね
踏
襲
さ
れ
た
。
大
統
領
は
、

部
分
拒
否
権
は
持
た
な
い
が
、
包
括
拒
否
権
（
第
一
二
三
条
）・
大
統
領
令
発
令
権
（
第
一
五
六
条
）・
国
民
投
票
発
議
権
（
第
一
五
七

条
）
を
持
ち
、
予
算
案
に
つ
い
て
も
総
額
を
増
額
す
る
場
合
に
の
み
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
二
四
条
）。
そ
の
た
め
、

全
体
と
し
て
は
執
政
府
が
立
法
府
に
対
し
て
強
い
立
場
を
保
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

３　

軍
の
位
置
付
け
︱
︱
慣
例
の
公
式
制
度
化

　

軍
の
多
大
な
影
響
を
受
け
て
起
草
さ
れ
た
二
〇
一
四
憲
法
で
は
軍
の
政
治
的
権
限
が
明
確
に
定
め
ら
れ
た
。
人
事
や
予
算
を
め
ぐ

る
軍
の
権
限
は
第
一
共
和
政
下
で
は
あ
く
ま
で
慣
例
的
に
行
使
さ
れ
た
が
、
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
二
〇
一
一
年
二
月
以
降
、
軍
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最
高
評
議
会
は
「
国
民
対
話
」・「
国
民
合
意
」
や
セ
ル
ミ
ー
書
簡
に
よ
る
新
憲
法
の
基
本
原
則
の
策
定
や
、
暫
定
憲
法
の
補
遺
の
追

加
に
よ
っ
て
政
治
的
権
限
と
既
得
権
益
の
維
持
を
図
っ
た
。
そ
の
後
、
文
民
統
制
の
本
格
的
導
入
で
軍
の
反
発
を
招
か
な
い
た
め
の

妥
協
の
産
物
（
執
政
府
と
軍
の
棲
み
分
け
）
と
し
て
二
〇
一
二
年
憲
法
に
特
定
の
権
限
が
初
め
て
明
記
さ
れ
、
そ
の
規
定
は
二
〇
一

四
年
憲
法
に
も
踏
襲
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
防
評
議
会
に
軍
事
予
算
審
議
権
を
付
与
し
、
軍
最
高
評
議
会
に
国
防
相
任
免
権
を
付

与
し
た
の
で
あ
る
（
鈴
木
二
〇
一
四
も
参
照
）。

　

初
め
に
、
国
防
評
議
会
が
国
家
予
算
の
一
部
と
し
て
の
軍
事
予
算
に
責
任
を
負
い
、
軍
関
係
の
法
案
作
成
に
お
い
て
協
議
を
受
け

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
第
二
〇
三
条
）。
同
評
議
会
は
、
大
統
領
、
首
相
、
代
議
院
議
長
、
国
防
相
、
外
相
、
財
務
相
、
内
相
、
統

合
諜
報
局
長
官
、
陸
軍
参
謀
長
、
海
軍
司
令
官
、
空
軍
司
令
官
、
防
空
軍
司
令
官
、
陸
軍
作
戦
参
謀
長
、
軍
諜
報
部
長
官
で
構
成
さ

れ
る
た
め
、
軍
、
執
政
府
、
立
法
府
の
利
害
調
整
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
、
軍
出
身
大
統
領
で
は
な
く

文
民
大
統
領
が
選
出
さ
れ
た
場
合
や
、
軍
か
ら
距
離
を
置
く
政
治
勢
力
が
議
会
多
数
派
を
占
め
た
場
合
で
も
、
軍
は
ク
ー
デ
タ
ー
の

可
能
性
を
ち
ら
つ
か
せ
な
く
て
も
同
評
議
会
を
通
じ
て
国
政
運
営
へ
の
影
響
力
を
恒
久
的
に
誇
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
八
年
間
の
暫
定
規
定
と
し
て
、
国
防
相
人
事
に
軍
最
高
評
議
会
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
た
（
第
二
三
四
条
）。
こ
れ
は
第
一

共
和
政
下
の
長
年
の
慣
例
を
成
文
化
し
た
も
の
と
言
え
る
が
、
国
防
相
を
軍
将
校
に
限
定
し
て
い
た
二
〇
一
二
年
憲
法
と
比
べ
る
と

文
民
統
制
へ
の
制
限
は
緩
和
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
人
事
権
を
恒
久
化
す
る
か
否
か
と
い
う
点
が
今
後
の
問
題
と
し
て
残
り
続
け

る
。
特
に
軍
出
身
の
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
が
二
期
八
年
間
の
任
期
満
了
ま
で
大
統
領
職
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
、
こ
の
問
題
は
大

統
領
職
の
任
期
制
限
の
撤
廃
の
問
題
と
と
も
に
軍
の
政
治
的
権
限
の
維
持
に
関
す
る
争
点
と
し
て
再
浮
上
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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四　

政
治
的
分
極
化
の
再
編
︱
︱
抑
圧
と
取
り
込
み
の
戦
略
的
・
選
択
的
行
使

　

ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
政
権
は
こ
の
よ
う
な
憲
法
構
造
の
枠
内
に
お
い
て
政
治
的
安
定
と
経
済
成
長
を
志
向
し
、
国
民
の
期
待
を
背
景
に

来
る
べ
き
代
議
院
選
挙
の
準
備
を
進
め
た
。
同
政
権
は
、
経
済
成
長
の
た
め
に
湾
岸
諸
国
か
ら
の
財
政
援
助
を
基
調
と
し
た
大
規
模

公
共
事
業
（
ス
エ
ズ
運
河
の
拡
張
、
シ
ナ
イ
半
島
の
開
発
、
行
政
首
都
の
建
設
計
画
）
を
断
行
し
た
の
に
加
え
、
政
治
的
安
定
の
た
め
に

抑
圧
と
取
り
込
み
を
戦
略
的
・
選
択
的
に
行
使
し
た
。
第
一
共
和
政
下
の
ム
バ
ー
ラ
ク
政
権
を
彷
彿
と
さ
せ
る
手
法
と
し
て
、
同
胞

団
支
持
派
を
政
治
的
に
排
除
し
た
一
方
、
同
胞
団
非
支
持
派
に
政
策
協
議
を
打
診
し
、
体
制
側
へ
の
包
摂
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
本

節
で
は
、
そ
の
硬
軟
併
せ
持
つ
政
権
運
営
に
焦
点
を
当
て
、
政
治
的
分
極
化
の
初
期
的
な
再
編
過
程
を
論
じ
る
。

１　

同
胞
団
支
持
派
の
政
治
的
排
除

　

二
〇
一
三
年
八
月
の
強
制
排
除
以
降
、
体
制
側
は
国
政
運
営
に
分
極
化
を
招
き
か
ね
な
い
同
胞
団
と
そ
の
支
持
派
に
対
し
て
様
々

な
抑
圧
的
措
置
を
講
じ
た
。
政
権
掌
握
直
後
に
最
高
幹
部
を
軒
並
み
逮
捕
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
九
月
に
同
胞
団
と
そ
の
関
連
団
体

の
活
動
を
禁
じ
、
一
〇
月
に
同
胞
団
自
体
の
団
体
資
格
を
剥
奪
し
た
。
そ
し
て
、
一
二
月
に
は
マ
ン
ス
ー
ラ
で
起
こ
っ
た
爆
破
事
件

へ
の
関
与
を
理
由
に
同
胞
団
を
テ
ロ
組
織
に
認
定
す
る
に
至
っ
た
（
横
田
二
〇
一
四
ａ
：
三
六
︱
三
八
）。
そ
の
後
、
二
〇
一
四
年
八

月
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
自
由
公
正
党
の
解
党
処
分
が
下
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
六
月
、
脱
獄
事
件
へ
の
関
与
に
つ
い
て
ム
ル
ス
ィ
ー
を

含
む
最
高
幹
部
に
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
措
置
だ
け
で
な
く
、
体
制
側
は
同
胞
団
支
持
派
全
般
の

活
動
を
規
制
す
る
法
整
備
を
進
め
た
。
す
な
わ
ち
、
抗
議
活
動
法
（
二
〇
一
三
年
大
統
領
令
第
一
〇
七
号
）
に
よ
っ
て
無
許
可
の
街
頭

デ
モ
を
禁
じ
、
警
察
に
無
条
件
の
発
砲
を
許
可
し
た
の
に
加
え
、
テ
ロ
組
織
法
（
二
〇
一
五
年
大
統
領
令
第
八
号
）
に
よ
っ
て
「
テ
ロ

組
織
」
と
認
定
さ
れ
た
団
体
の
活
動
禁
止
や
関
係
者
の
資
産
凍
結
や
渡
航
禁
止
な
ど
を
定
め
、
テ
ロ
対
策
法
（
同
第
九
四
号
）
に
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よ
っ
て
「
テ
ロ
行
為
」
に
関
す
る
罰
則
の
詳
細
を
定
め
た）（（
（

。
か
く
し
て
、
同
胞
団
自
体
の
組
織
構
造
を
狙
い
撃
ち
し
た
だ
け
で
な
く
、

街
頭
運
動
と
過
激
派
の
両
面
に
対
処
す
る
こ
と
で
同
胞
団
支
持
派
全
般
の
政
治
的
排
除
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

２　

同
胞
団
非
支
持
派
の
政
治
的
包
摂
︱
︱
選
挙
制
度
の
設
計
と
政
党
連
合
の
萌
芽

　

さ
ら
に
体
制
側
は
安
定
的
か
つ
長
期
的
な
権
力
基
盤
の
確
保
の
た
め
代
議
院
選
挙
の
制
度
設
計
を
進
め
、
二
〇
一
四
年
六
月
に
選

挙
管
理
に
関
す
る
政
治
的
権
利
法
（
二
〇
一
四
年
大
統
領
令
第
四
五
号
）、
代
議
院
の
構
成
と
選
出
手
続
き
に
関
す
る
代
議
院
法
（
同

第
四
六
号
）、
一
二
月
に
選
挙
区
の
変
更
に
関
す
る
選
挙
区
法
（
同
第
二
〇
二
号
）
を
制
定
し
た）（（
（

。
当
初
、
代
議
院
は
選
出
議
席
五
四

〇
、
任
命
議
席
二
七
の
合
計
五
六
七
議
席
で
構
成
さ
れ
、
選
挙
制
度
は
各
選
挙
区
一
～
三
人
が
個
人
資
格
で
選
ば
れ
る
個
人
選
出
区

（
四
二
〇
議
席
・
二
三
七
選
挙
区
）
と
、
拘
束
名
簿
式
・
勝
者
総
取
式
の
政
党
選
出
区
（
一
二
〇
議
席
・
四
ブ
ロ
ッ
ク
）
の
混
合
制
が
採

用
さ
れ
た
。
個
人
選
出
区
の
議
席
数
の
多
さ
に
は
特
に
体
制
側
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
代
議
院
開
設
後
に
二
〇
一
三
年

の
暫
定
政
権
樹
立
後
の
全
て
の
大
統
領
令
へ
の
承
認
が
必
要
に
な
る
た
め
、
政
策
論
争
に
意
欲
的
な
政
党
公
認
候
補
で
は
な
く
、
現

状
維
持
を
求
め
る
全
国
各
地
の
名
望
家
層
が
無
所
属
候
補
と
し
て
多
く
当
選
し
や
す
い
設
計
が
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
政
党

選
出
区
は
政
党
公
認
候
補
の
み
が
出
馬
で
き
る
が
、
あ
く
ま
で
比
例
代
表
制
で
は
な
く
絶
対
多
数
制
の
た
め
、
小
政
党
は
全
国
の
票

を
集
約
す
る
た
め
の
統
一
名
簿
と
し
て
政
党
連
合
を
形
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

実
際
、
か
つ
て
救
国
戦
線
と
し
て
糾
合
し
て
い
た
同
胞
団
非
支
持
派
の
世
俗
政
党
に
も
政
権
へ
の
立
ち
位
置
や
統
一
名
簿
の
作
成

を
め
ぐ
っ
て
再
編
の
動
き
が
見
ら
れ
始
め
た
（
第
三
共
和
政
に
お
け
る
政
党
の
初
期
的
変
遷
は
図
２
を
参
照
）。
ま
ず
、
大
統
領
選
挙
で

サ
ッ
バ
ー
ヒ
ー
を
支
持
し
た
中
道
左
派
勢
力
は
概
ね
そ
の
協
調
関
係
を
維
持
し
、
人
民
勢
力
党
と
立
憲
党
を
中
心
に
早
々
と
民
主
勢

力
を
結
成
し
、
政
権
へ
の
反
対
姿
勢
を
強
め
た
（Y

oum
7 17 Jun. 2014

）。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
道
右
派
勢
力
は
政
権
支
持
を
念
頭

に
包
括
的
な
政
党
連
合
の
結
成
を
め
ぐ
っ
て
紆
余
曲
折
を
経
験
し
た
。
七
月
、
会
議
党
の
ア
ム
ル
・
ム
ー
サ
党
首
は
左
右
の
垣
根
を
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図
2　
第
三
共
和
政
（
2014

年
6
月
8
日
～
2015

年
8
月
31
日
現
在
）
に
お
け
る
政
党
の
初
期
的
変
遷

（
注
）
al-A
hram

, al-M
asry al-Y

oum
, D
aily N

ew
s E
gypt, Y

oum
7
な
ど
現
地
報
道
を
参
考
に
筆
者
作
成
。

　
　
□
は
政
党
、　
は
政
治
団
体
、【
　
】は
政
党
連
合
を
指
す
。太
字
は
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
政
党
、太
字
で
は
な
い
の
は
世
俗
政
党
、　
　
は
左
派
、斜
字
で
は
な
い
の
は
右
派
を
指
す
。

斜
字

25
日
30
日
同
盟
カ
ラ
ー
マ
党

人
民
勢
力
党

ア
ラ
ブ
民
主
ナ
セ
ル
主
義
党

社
会
民
主
党

ワ
フ
ド
党

タ
ガ
ン
ム
ウ
党

自
由
エ
ジ
プ
ト
人
党

民
主
勢
力

【
　
　
　
　
　
】
（
6
月
）

独
立
勢
力

【
　
　
　
　
　
】
（
7
月
）

エ
ジ
プ
ト
覚
醒
連
合

【
　
　
　
　
　
】 （
1
月
）

（
エ
ジ
プ
ト
国
民
同
盟
構
想
）（
7
月
）（
ム
ー
サ
主
導
）

（
国
民
同
盟
構
想
）（
9
～
12
月
）（
ガ
ン
ズ
ー
リ
ー
主
導
）

（
解
党
）（
8
月
）

【
エ
ジ
プ
ト
・
ワ
フ
ド
同
盟
】 （
8
月
）

【
エ
ジ
プ
ト
戦
線
】 （
8
月
）

【
エ
ジ
プ
ト
の
愛
の
た
め
に
】 （
2
月
）

エ
ジ
プ
ト
国
民
運
動
ヌ
ー
ル
党

強
い
エ
ジ
プ
ト
党

自
由
公
正
党

ワ
サ
ト
党

会
議
党

ガ
ド
党

立
憲
党

祖
国
未
来
党
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越
え
た
政
党
連
合
と
し
て
エ
ジ
プ
ト
国
民
同
盟
を
構
想
し
、
ワ
フ
ド
党
、
タ
ガ
ン
ム
ウ
党
、
社
会
民
主
党
、
エ
ジ
プ
ト
国
民
運
動
な

ど
の
主
要
政
党
に
加
盟
を
呼
び
か
け
た
。
し
か
し
、
広
範
な
改
革
姿
勢
を
掲
げ
た
設
立
趣
意
書
を
作
成
す
る
段
階
ま
で
進
ん
だ
が
、

結
局
は
旧
国
民
民
主
党
関
係
者
の
関
与
を
め
ぐ
っ
て
折
り
合
い
が
つ
か
ず
、
主
要
政
党
は
、
ワ
フ
ド
党
を
中
心
と
す
る
エ
ジ
プ
ト
・

ワ
フ
ド
同
盟
と
、
エ
ジ
プ
ト
国
民
運
動
を
中
心
と
す
る
エ
ジ
プ
ト
戦
線
へ
と
袂
を
分
か
っ
た
（al-A

hram
 4, 17 A

ug. 2014

）。
そ
の

後
は
ワ
フ
ド
党
の
囲
い
込
み
を
め
ぐ
っ
て
民
主
勢
力
と
エ
ジ
プ
ト
戦
線
が
鞘
当
て
を
続
け
た
の
に
加
え
、
九
月
以
降
、
カ
マ
ー
ル
・

ガ
ン
ズ
ー
リ
ー
元
首
相
を
中
心
に
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
伸
長
を
防
ぐ
た
め
の
世
俗
勢
力
の
包
括
的
連
合
と
し
て
国
民
同
盟
の
結
成
が

新
た
に
試
み
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
（al-A

hram
 14, 18 N

ov. 2014

）。

　

こ
の
よ
う
な
体
制
支
持
派
の
大
同
団
結
の
不
調
は
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
の
発
言
に
よ
っ
て
転
機
を
迎
え
る
。
翌
年
一
月
一
三
日
、
各
党

代
表
者
と
の
間
で
初
め
て
開
か
れ
た
会
談
の
席
上
、
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
は
、
三
月
中
旬
に
迫
っ
た
代
議
院
選
挙
で
特
定
の
政
党
へ
の
公

認
や
独
自
政
党
の
結
成
の
意
図
は
な
い
と
強
調
し
つ
つ
、
広
範
な
与
党
勢
力
と
し
て
「
各
党
が
大
同
団
結
し
た
国
民
的
な
政
党
連
合

が
結
成
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
（al-A

hram
 12, 13 Jan. 2015

）。
こ
の
お
墨
付
き
の
呼
び
水
を
受
け
て
、

二
月
、
ガ
ン
ズ
ー
リ
ー
の
構
想
に
も
関
与
し
た
元
軍
高
官
の
サ
ー
ミ
フ
・
セ
イ
フ
・
エ
ル
ヤ
ザ
ル
は
新
た
に
政
党
連
合
「
エ
ジ
プ
ト

の
愛
の
た
め
に
」
を
結
成
し
、
与
党
志
向
の
中
道
右
派
勢
力
の
結
集
を
呼
び
か
け
た
。
エ
ジ
プ
ト
戦
線
加
盟
各
党
や
ワ
フ
ド
党
が
加

盟
に
前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
ワ
フ
ド
党
と
協
調
し
て
き
た
社
会
民
主
党
は
こ
の
動
き
に
反
発
し
、
新
た

に
中
道
左
派
勢
力
主
導
の
エ
ジ
プ
ト
覚
醒
連
合
に
加
盟
す
る
に
至
っ
た
（al-A

hram
 11, 15, 22 Feb. 2015

）。

　

と
は
い
え
、
政
党
間
の
合
従
連
衡
が
続
く
中
、
投
票
自
体
は
急
遽
頓
挫
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
三
月
一
日
、
個
人
選
出
区
の
区
割

り
が
公
平
で
は
な
い
と
し
て
最
高
憲
法
裁
判
所
が
選
挙
区
法
に
違
憲
判
決
を
下
し
、
投
票
の
延
期
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

判
決
を
受
け
て
、
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
は
内
閣
に
条
文
の
修
正
を
指
示
す
る
と
と
も
に
各
党
に
政
策
協
議
を
打
診
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
国
民
対
話
」
で
あ
る
。
概
し
て
、
政
府
支
持
寄
り
の
中
道
右
派
政
党
が
会
合
に
出
席
し
た
の
に
対
し
て
、
政
府
批
判
寄
り
の
中
道
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左
派
政
党
は
出
席
を
辞
退
し
た
。
こ
の
「
国
民
対
話
」
は
立
法
府
の
法
案
審
議
と
似
た
よ
う
な
手
順
で
進
め
ら
れ
た
。
四
月
上
旬
に

区
割
り
の
変
更
だ
け
で
な
く
選
挙
関
連
法
全
体
に
関
す
る
各
党
の
意
見
を
聴
取
し
、
そ
れ
を
受
け
て
内
閣
直
轄
の
特
別
委
員
会
が
関

連
法
の
修
正
案
を
作
成
し
、
五
月
下
旬
に
そ
の
修
正
案
の
文
言
に
関
し
て
改
め
て
協
議
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
機
会
を
活
か
し
、

各
党
は
、
議
席
数
の
増
加
、
政
党
選
出
区
の
割
合
の
増
大
、
比
例
代
表
制
の
導
入
な
ど
を
内
閣
に
求
め
た
。
中
に
は
協
議
に
乗
じ
て

同
胞
団
支
持
派
へ
の
批
判
を
展
開
す
る
政
党
も
あ
っ
た
（al-A

hram
 2, 7, 15 A

pr.; 27 M
y. 2015

）。

　

そ
し
て
各
党
と
の
協
議
を
経
て
、
七
月
九
日
と
八
月
一
日
に
選
挙
関
連
三
法
の
修
正
法
が
大
統
領
令
と
し
て
発
令
さ
れ
た
。
こ
の

修
正
に
よ
っ
て
、
議
席
総
数
の
増
加
（
個
人
選
出
四
四
八
、
政
党
選
出
一
二
〇
、
任
命
二
八
）
と
個
人
選
出
区
の
選
挙
区
数
の
変
更

（
二
〇
五
選
挙
区
）
が
定
め
ら
れ
た）（（
（

。
と
り
わ
け
、
各
党
は
比
例
代
表
制
の
導
入
が
見
送
ら
れ
た
こ
と
で
反
発
を
強
め
た
が
、
そ
れ
で

も
多
く
の
政
党
は
候
補
者
の
擁
立
に
前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
た
。
同
胞
団
支
持
派
の
よ
う
な
完
全
な
排
除
を
受
け
る
よ
り
部
分
的
に

で
も
政
治
的
・
経
済
的
便
益
を
得
ら
れ
る
包
摂
の
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
主
に
憲
法
構
造
の
再
構
築
と
政
治
的
分
極
化
の
再
編
に
焦
点
を
当
て
、
第
三
共
和
政
の
政
党
政
治
の
初
期
的
展
開
を

論
じ
た
。
そ
の
展
開
を
踏
ま
え
る
と
、
代
議
院
選
挙
後
に
は
少
な
く
と
も
緩
や
か
な
大
統
領
支
持
派
の
形
成
が
期
待
さ
れ
る
。
憲
法

上
、
大
統
領
の
政
党
所
属
が
禁
じ
ら
れ
た
の
に
加
え
、
無
所
属
議
員
が
多
く
占
め
や
す
い
選
挙
制
度
が
設
計
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
暴
力
的
措
置
の
み
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
政
権
を
安
定
的
か
つ
長
期
的
に
維
持
す
る
に
は
、
民
衆
の
動
員
機
能
と
支
配
エ

リ
ー
ト
の
利
害
調
整
機
能
を
備
え
た
与
党
組
織
（
特
に
単
独
与
党
）
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。
第
一
共
和
政
下
の
国
民
民
主
党
が
そ

う
し
た
組
織
を
築
き
上
げ
る
の
に
数
十
年
の
期
間
を
要
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
が
同
じ
よ
う
な
組
織
構
造
を
短
期
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間
で
構
築
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
1
）　
「
共
和
政
」
と
は
、
政
治
体
制
の
違
い
で
は
な
く
、
憲
法
構
造
の
違
い
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
政
体
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
エ
ジ
プ

ト
の
場
合
、
自
由
将
校
団
が
政
権
を
掌
握
し
た
一
九
五
二
年
以
降
の
政
体
は
、
第
一
共
和
政
（
一
九
五
二
年
七
月
二
三
日
～
二
〇
一
一
年

二
月
一
一
日
）、
第
一
暫
定
政
権
期
（
二
〇
一
一
年
二
月
一
一
日
～
二
〇
一
二
年
六
月
三
〇
日
）、
第
二
共
和
政
（
二
〇
一
二
年
六
月
三
〇

日
～
二
〇
一
三
年
七
月
三
日
）、
第
二
暫
定
政
権
期
（
二
〇
一
三
年
七
月
三
日
～
二
〇
一
四
年
六
月
八
日
）、
第
三
共
和
政
（
二
〇
一
四
年

六
月
八
日
～
二
〇
一
五
年
八
月
末
現
在
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）　

本
稿
で
は
、
政
治
体
制
の
二
値
的
・
最
小
限
主
義
的
定
義
と
し
てCheibub, Gandhi, and V

reeland (2010)

の
九
つ
の
判
断
基

準
を
採
用
す
る
。
以
下
の
九
つ
の
基
準
の
う
ち
一
つ
で
も
満
た
さ
な
い
場
合
は
権
威
主
義
体
制
に
分
類
さ
れ
る
。
①
執
政
府
の
長
の
選
挙
、

②
議
会
選
挙
、
③
選
出
議
会
の
開
設
、
④
複
数
政
党
制
、
⑤
複
数
の
政
党
の
実
質
的
存
在
、
⑥
与
党
連
合
以
外
の
政
党
の
存
在
、
⑦
院
内

野
党
の
存
在
、
⑧
現
職
者
の
権
力
濫
用
の
不
在
、
⑨
政
権
交
替
の
経
験
。
こ
の
判
断
基
準
を
踏
ま
る
と
、
エ
ジ
プ
ト
の
各
共
和
政
・
各
暫

定
政
権
期
は
い
ず
れ
も
権
威
主
義
体
制
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

（
3
）　

本
項
の
政
治
過
程
の
記
述
は
今
井
（
二
〇
一
三
）・
今
井
（
二
〇
一
五
：
第
七
章
）
に
基
づ
く
。

（
4
）　

制
憲
議
会
の
議
員
選
出
手
続
き
が
現
職
国
会
議
員
の
兼
任
を
禁
じ
る
最
高
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
抵
触
し
て
い
た
た
め
。

（
5
）　

同
憲
法
宣
言
の
全
文
はEgyptian Court of Cassation (280931) 

お
よ
びal-A

hram
 (18 Jun. 2012) 

を
参
照
。

（
6
）　

本
項
お
よ
び
次
項
の
政
治
過
程
の
記
述
は
今
井
（
二
〇
一
五
：
第
八
章
）
に
基
づ
く
。

（
7
）　

同
憲
法
宣
言
の
全
文
はal-M

asry al-Y
oum

 (22 N
ov. 2012) 

を
参
照
。

（
8
）　

本
稿
執
筆
時
点
で
代
議
院
選
挙
実
施
前
の
た
め
、
執
政
府
の
党
派
的
権
力
を
具
体
的
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
選
挙
制
度
の

設
計
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
政
党
の
選
好
お
よ
び
実
際
の
動
向
に
関
し
て
は
次
節
以
降
で
簡
単
に
触
れ
た
い
。

（
9
）　

半
大
統
領
制
は
、
大
統
領
制
と
違
っ
て
首
相
が
議
会
に
責
任
を
負
い
、
か
つ
、
議
院
内
閣
制
と
違
っ
て
任
期
が
定
め
ら
れ
た
国
家
元

首
が
直
接
選
出
さ
れ
る
執
政
制
度
と
し
て
定
義
さ
れ
る
（Cheibub, Gandhi, and V

reeland 2010

）。

（
10
）　

抗
議
活
動
法
、
テ
ロ
組
織
法
、
テ
ロ
対
策
法
の
全
文
は
そ
れ
ぞ
れEgyptian Court of Cassation (283415, 342450, 357959)

を
参
照
。
特
に
抗
議
活
動
法
の
英
訳
はal-A

hram
 (25 N

ov. 2013) 

も
参
照
。
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（
11
）　

二
〇
一
四
年
に
制
定
さ
れ
た
政
治
的
権
利
法
、
代
議
院
法
、
選
挙
区
法
の
全
文
は
そ
れ
ぞ
れEgyptian Court of Cassation 

(290062, 290063, 332887) 

を
参
照
。

（
12
）　

二
〇
一
五
年
に
制
定
さ
れ
た
修
正
選
挙
区
法
と
代
議
院
法
・
政
治
的
権
利
法
の
一
括
修
正
法
の
全
文
は
そ
れ
ぞ
れEgyptian 

Court of Cassation (355660, 355827) 

を
参
照
。
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